
関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

関東トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 東京都トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 神奈川県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 埼玉県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 群馬県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 千葉県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 茨城県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 栃木県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 山梨県トラック協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

一般社団法人 全国物流ネットワーク協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。



関 自 貨 第 １ １ ２ ８ 号 の ２

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

関東霊柩自動車協会長 殿

関 東 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

（公 印 省 略）

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱いについて

標記について、自動車局貨物課長から令和４年１２月２３日付け国自貨第１１３号により別添

のとおり通達がありましたので、了知されるとともに、傘下会員に対する周知方取り計らわれた

い。


